
介護老人保健施設(介護予防)短期入所療養介護利用約款 

（約款の目的）  

第１条 介護老人保健施設はまなす苑（以下「当事業所」という。）は、要支援、要介護状態と認

定された利用者（以下単に「利用者」という。）に対し、介護保険法令の趣旨に従って、

利用者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするととも

に、利用者の居宅生活の継続を目的とした介護老人保健施設短期入所療養介護を提供し、

一方、利用者及び利用者の身元引き受けとなる者（以下「家族等」という。）は、事業所

に対し、そのサービスに対する料金を支払うことについて取り決めることを、本約款の目

的とします。 

（適用期間） 

第２条 本約款は、利用者が介護老人保健施設（介護予防）短期入所療養介護入所利用同意書を当

事業所に提出したときから効力を有します。 

  ２ 利用者は、前項に定める事項の他、本約款別紙１及び別紙２の改定が行われない限り 

初回利用時の同意書提出をもって、当事業所を利用できるものとします。 

（利用者からの解除） 

第３条 利用者及び家族等は、当事業所に対し、退所の意思表明をすることにより、利用者の居宅

介護サービス計画にかかわらず、本約款に基づく利用を解除・終了することができます。 

     なお、この場合利用者及び家族等は、速やかに当事業所及び利用者の居宅介護サービス計

画作成者に連絡するものとします。 

（当事業所からの解除） 

第４条 当事業所は利用者及び家族等に対し、次に掲げる場合には、本約款に基づく利用を解除・ 

終了することができます。 

① 利用者が要介護認定において要支援、要介護以外と判定された場合。 

② 利用者の居宅介護サービス計画が作成されている場合に、その計画で定められた当該利用

日数を満了した場合。 



③ 利用者の病状、心身状態が著しく悪化し、当事業所での適切なサービスの提供を超えると

判断された場合。 

④ 利用者及び家族等が、本約款に定める利用料金を２ヶ月分以上滞納し、その支払を督促し

たにもかかわらず１０日間以内に支払われない場合。 

⑤ 利用者が、当事業所、当事業所の職員又は他の利用者に対して、利用継続が困難となる程

度の背信行為又は反社会的行為を行った場合。 

⑥ 天災、災害、施設・設備の故障、その他やむを得ない理由により、当事業所を利用させる

ことができない場合。 

（利用料金） 

第５条 利用者及び家族等は、連帯して、当事業所に対し、本約款に基づく（介護予防）短期入所

療養介護サービスの対価として、別紙 2 の利用単位ごとの料金をもとに計算された月ご

との合計額及び利用者が個別に利用したサービスの提供に伴い必要となる額の合計額を

支払う義務があります。 

2 当事業所は、利用者及び家族等が指定する送付先に対し、前月料金の合計額の請求及び明細

書を毎月７日までに送付し、利用者及び家族等は、連帯して、当事業所に対し、当該合計額

をその月の１５日までに支払うものとします。なお、支払の方法は原則として銀行振込によ

る方法とします。 

3 当事業所は、利用者又は家族等から、１項に定める利用料の支払を受けたときは、利用者及

び家族等が指定した送付先に対し、領収書を送付します。 

（記 録） 

第６条 当事業所は、利用者の介護保険サービスの提供に関する記録を作成し、その記録を利用終

了後２年間は保管します。 

２ 当施設は、利用者が前項の記録を閲覧、謄写を求めた場合には原則としてこれに応じます。

ただし、利用者の親族、その他の者（利用者の代理人を含みます。）に対しては、利用者の

承諾、その他必要と認められる場合（当施設が記録の閲覧、謄写を拒否した結果、利用者



の利益を損なうと判断した場合）に限りこれに応じます。 

（身体の拘束） 

第７条 当事業所は、原則として利用者に対し身体拘束を行いません。但し、自傷他害の恐れがあ

る等、緊急やむを得ない場合は施設長が判断し、身体拘束その他利用者の行動を制限する

行為を行うことがあります。この場合には、当事業所の医師がその態様及び時間、その際

の利用者の心身の状況、緊急やむを得なかった理由を診療録に記載することとします。 

（業務継続計画の策定等） 

第８条 当事業所は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する通所リハビリテーショ

ン〔介護予防通所リハビリテーション〕の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体

制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務

継続計画に従い必要な措置を講じるものとします。 

２ 当事業所は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓

練を定期的に実施するものとします。 

３ 当事業所は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を

行うものとします。 

（衛生管理） 

第９条 当事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、事業所の設備及び

備品等の衛生的な管理に努めるものとします。 

２ 事業所は、事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる

措置を講じるものとします。 

（１） 当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための対策を検討する委員会をおおむ 

ね６か月に１回以上開催し、その結果について、従業者に周知徹底を図るものとします。 

（２） 当事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備するものとします。 

（３） 当事業所において、従業者に対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練

を定期的に実施するものとします。 



（虐待防止に関する事項） 

第１０条 当事業所は、利用者の人権の擁護、虐待の発生又はその再発を防止するため次の措置を

講ずるものとします。 

（１）虐待防止のための対策検討委員会を定期的に行うとともに、その結果について従業者に

周知徹底を図るものとします。 

（２）虐待防止のための指針の整備をするものとします。 

（３）虐待を防止するための定期的な研修を実施するものとします。 

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者は支援相談員 蛭名 由紀子です。 

（就業環境の確保） 

第１１条 当事業所は、適切な短期入所療養介護〔通所予防訪問短期入所療養介護〕の提供を確保

する観点から、事業所において行われる性的な言動または優越的関係を背景とした言動であ

って業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、従業者の就業環境を害されることを防

止するための方針の明確化等の必要な措置を講ずるものとします。 

（秘密の保持） 

第１２条 当事業所とその職員は、業務上知り得た利用者又は家族等に関する秘密を、正当な理由

無く第三者に漏らしません。ただし、個人情報に関する同意書記載の個人情報については利

用者及び家族等からあらかじめ同意を得た上で利用するものとします。 

   ２ 前項に定めのない個人情報利用の必要性がある場合には、その都度、個人情報の内容、

必要理由を文章で示し、新たに利用者及び家族等から同意を得た上で利用するものとしま

す。 

（緊急の対応） 

第１３条 当事業所は利用者に対し、事業所医師の医学的判断により対診が必要と認める場合、協

力医療機関又は協力歯科医療機関を依頼することがあります。 

   ２ 当事業所は利用者に対し、当事業所における（介護予防）短期入所療養介護サービスで

の対応が困難な状態、又は、専門的な医学的対応が必要と判断した場合、他の専門的機関



を紹介します。 

   ３ 前２項のほか、入所利用中に利用者の心身の状態が急変した場合、当事業所は利用者及

び家族等が指定するものに対し緊急に連絡します。 

（事故発生の対応） 

第１４条 サービスの提供中に事故が発生した場合は、利用者に対し応急処置、医療機関への搬送 

等の措置を講じ、速やかに利用者の住所を有する市町村、ご家族、居宅介護支援事業所等

に連絡を行うものとします。 

     また、事故の状況及び事故に際して採った処置について連絡するとともに、その原因を 

解明し、再発防止のための対策を講じます。 

尚、事故発生、再発防止の措置を適切に実施するための担当者は施設長 髙橋賢二です 

（賠償責任） 

第１５条 （介護予防）短期入所療養介護サービスの提供による事故等に伴って当事業所の責に帰 

すべき事由によって、利用者が損害を破った場合、当事業所は、利用者に対して損害を賠 

償するものとします。（当事業所は、全国老人保健施設協会と損害賠償保険契約を締結して 

います） 

   ２ 利用者の責に帰すべき事由によって、当事業所が損害を被った場合、利用者及び家族等

は、連帯して当事業所に対しその損害を賠償するものとします。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（要望又は苦情等の申出） 

第１６条 利用者及び扶養者は、当事業所の提供する介護老人保健施設（介護予防）短期入所療養

介護に対しての要望又は苦情等について、担当職員に申出することができます。 

      担当職員  支援相談員   蛭名 由紀子 

      電話番号  0175-26-3333  FAX  0175-26-3600 

      受付時間  午前９時から午後６時まで 

利用者等  事業所職員 

 

苦情担当 

 

 

 

 

 

 

  ２ 前項の他、利用者が住所を有する市町村及び青森県国民健康保険団体連合会の相談・苦 

情窓口等に苦情を伝えることができます。 

       むつ市介護保険係      0175-22-1111 

       青森県国民健康保険団体連合会（苦情処理委員会）    017-723-1336 

（利用契約に定めのない事項） 

第１７条 この約款に定められていない事項は、介護保険法令その他諸法令に定めるところにより、 

    利用者又は扶養者と当事業所が誠意をもって協議して定めることとします。 

 

苦情処理会議 

施設長・事務長・各部署責任者 

複数の利用者等に関わるものは施設内に 

苦情内容及びその解決を掲示 

利用者等 



＜別紙１＞ 

介護老人保健施設 はまなす苑のご案内 

 

 

1. 施設の概要 

（1）事業所の名称等 

・事業所名    介護老人保健施設 はまなす苑 

・開設年月日   平成７年５月2日 

・所 在 地   むつ市大字奥内字金谷沢１‐１６７ 

・電話番号   ０１７５‐２６‐３３３３    ＦＡＸ２６‐３６００ 

・介護保険指定番号   介護老人保健施設（０２５０８８００１０号） 

 

（2）介護老人保健施設（介護予防）短期入所療養介護事業の目的と運営方針 

   介護老人保健施設（介護予防）短期入所療養介護は、看護，医学的管理の下における介護や 

機能訓練、その他の必要な医療と日常生活上のお世話などの（介護予防）短期入所療養介護 

を提供することで、利用者の能力に応じた日常生活を営むことができるようにし、１日でも

長く家庭での生活が継続することができるように支援することを目的とした事業です。さら

に、家庭生活継続の為の療養環境などの調整及び支援も行いますので安心して利用いただけ

ます。 

「介護老人保健施設 はまなす苑の運営方針」 

1． この事業所は、介護保険法における要介護者に対し、医療、看護，介護、機能訓練等の業務を

もって生活の自立と家庭生活の継続を援助する。 

2． この事業所は、利用者の基本的人権と個別生活を尊重し、障害を有しているにもかかわらず

希望と生きがいのある生活を送れるよう、その援助に努める。 

3． この事業所は、利用者の快適、平穏、安全な生活確保と環境保全のために、防災及び衛生対策



に十分配慮する。 

4． この事業所は、介護保険の社会的責任に基づき、事業所の高水準化を目指すと共に、「寝たき

りゼロ」への適切な訓練等によってその予防対策を積極的に展開する。 

5． この事業所は、利用者の健康、生命の担い手としての職員の資質向上を図るとともに、明るく

家庭的な事業所、魅力ある職場の実現を目指す。 

 6．この事業所は、地域保健医療の拠点となり、その設備、技術知識等を住民に解放する。 

（3）入所定員等 

  定 員    介護保健施設サービス１００名のうち空床になった分 

  療養室   ２人室  18室      ４人室   16室 

2．サービス内容 

①サービス計画の立案（４日間以上の利用者） 

②食 事 

   朝 食     ７時２０分～ 

   昼 食    １２時３０分～ 

   夕 食    １７時４５分～ 

※ 食事は原則として食堂でおとりいただきます。 

③入 浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応） 

④医学的管理・看護・栄養管理・口腔衛生管理 

⑤介護（退所時の支援も行います） 

⑥機能訓練（リハビリテーション・レクリエーション） 

⑦相談援助サービス 

⑧理美容サービス 

⑨行政手続き代行 

⑩その他 

※これからのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものもあ



りますので、具体的にご相談ください。 

3．協力医療機関等 

  当事業所では下記の医療機関・歯科の医療機関に協力いただいております。 

・協力医療機関 

   ・名 称      むつ総合病院 

   ・所在地      むつ市小川町一丁目２‐８ 

・協力歯科医療機関 

   ・名 称      小田川歯科医院 

   ・所在地      むつ市金曲一丁目１‐６ 

緊急時の連絡先 

   緊急の場合には「緊急時連絡先」にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

4．事業所利用に当たっての留意事項 

・面会 

・外出・外泊 

・飲酒・喫煙 

・火気の取扱い 

・設備・備品等の持込み 

・所持品・備品等の持込み 

・金銭・貴重品の管理 

・外泊時等の施設外での受診 

・宗教活動 

・ペットの持込み 

5． 非常災害対策 

・防災設備 消火器、消火栓、防火扉、準耐火構造 



   ・防災訓練 年２回以上 

6． 禁止事項 

当事業所では、多くの方に安心して療養生活を送っていただくために、利用者の「営利行為、

宗教の勧誘、特定の政治活動」は禁止します。 

 

7． 要望及び苦情等の相談 

なお、当施設には支援相談の専門員として支援相談員が勤務していますので、お気軽に連絡

ください。（電話０１７５‐２６‐３３３３） 

 

8． その他 

当施設の詳細について、パンフレットを用意してありますのでご請求ください。 



＜別紙2＞ 

介護老人保健施設（介護予防）短期入所療養介護について 

 

1． 介護保険証の確認 

ご利用の申込にあたり、ご利用希望者の介護保険者証を確認させていただきます。 

 

2． （介護予防）短期入所療養介護の概要 

（介護予防）短期入所療養介護は、要支援者、要介護者の家庭での生活を継続をさせるために立

案された介護予防サービス計画または居宅介護サービス計画に基づき、当施設を一定期間ご利

用いただき、看護、医学管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療ならびに日常生

活上お世話を行い、利用者の療養生活の質の向上及び利用者のご家族の身体的及び精神的負担

の軽減を図るため提供されます。このサービスを提供するにあたっては、利用者に関わるあら

ゆる職種の職員の協議によって、介護計画が作成されますが、その際、利用者・家族等の希望を

十分に取り入れ、また、計画の内容については同意をいただくようになります。 

3． 利用料金 

（1） 基本料金 

① 事業所利用料（介護保険制度では、要介護認定による要介護度等の程度及び介護保険負 

担割合によって利用料が異なります。以下は１割負担１日当たりの自己負担分です。） 

・要支援１          ６１３円 

  ・要支援２          ７６８円 

  ・要介護１          ８３０円 

  ・要介護２          ８８０円 

  ・要介護３          ９４４円 

  ・要介護４          ９９７円 

  ・要介護５        １，０５２円 



※上記利用料に加え、以下の料金が加算されます。 

夜勤職員配置加算         １日あたり    ２４円 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）  １日あたり    ２２円 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ）           ７．５％ 

認知症行動・心理症状緊急対応加算         ２００円 

緊急短期入所受入対応加算（７日を上限）       ９０円 

若年性認知症利用者受入加算    １日あたり   １２０円 

個別リハビリテーション実施加算  １日あたり   ２４０円 

送迎加算             片道１回あたり １８４円 

重度療養管理加算         １日あたり   １２０円 

緊急治療管理                   ５１８円 

特定治療          厚生労働大臣が定める額（対象者のみ） 

② 食 費   １日あたり   １，４４５円 

         朝食  ３８０円  昼食  ５３５円  夕食  ５３０円 

③ 滞在費   １日あたり  ３７０円（令和６年７月３１日まで） 

          １日あたり  ４３７円（令和６年８月１日から） 

     ただし、①及び②について負担限度額認定を受けている場合は、認定証の記載額 

(2 )  その他の料金 

  ①２人室利用料        ３５０円（１日あたり） 

  ②理美容代          １，０００円～２，５００円（実費） 

  ③教養娯楽費         クラブ活動費   （実費） 

                 行事の材料費   （実費） 

  ④その他の日常生活費     歯ブラシ  １００円   歯磨き粉  １００円    

箱ティッシュ  １００円 

⑤洗濯代           ２９４円／１ｋｇ 



  ⑥文書料           再発行手数料          ３，０００円（税別） 

                 各種証明書料          ２，０００円（税別） 

                 その他の診断書料（複雑なもの） ６，０００円（税別） 

                 その他の診断書料（簡潔なもの） ３，０００円（税別） 

                 死亡診断書料          ６，０００円（税別） 

（3） 支払方法 

・毎月7日までに、前月分の請求書を発行しますので、その月の15日までにお支払ください。 

  お支払いただきますと領収書を発行いたします。 

4 職員体制 

 常 勤 常勤兼務 夜 勤 業 務 内 容 

施 設 長  1  施設業務統括 

医 師  1  医療サービス 

薬 剤 師 1   調剤・薬剤指導 

看 護 職 員 9  1 看護サービス 

介 護 職 員 23 2 4 介護サービス 

支 援 相 談 員  3  利用者、家族等への相談援助 

理 学 療 法 士  1  機能訓練全般（作業療法等） 

作 業 療 法 士  3  機能訓練全般（作業療法等） 

管 理 栄 養 士 1   栄養管理（栄養ケア・プラン） 

介 護 支 援 専 門 員  2  施設サービス計画の立案 

事 務 職 員 3    

そ の 他 職 員 12    

 



介護老人保健施設 はまなす苑 （介護予防）短期入所療養介護利用同意書 

 

 介護老人保健施設 はまなす苑 の利用にあたり、当該利用約款を受領し、これらの内容に関し

て説明を受け、十分に理解した上で同意します。 

 

令和  年  月  日 

 

（利用者） 

氏 名                          

 

住 所                       

 

（家族等） 

氏 名                      続柄       

 

住 所                       

 

介護老人保健施設はまなす苑 

施設長 髙 橋  賢 二  殿 

 

請求書の送付先 

    住 所                     

 

氏 名                  電話           

 



緊 急 時 連 絡 先 
 

 
 
 
 
 

利用者氏名             様 
 
 

順位 氏   名 住所及び連絡場所 電話番号 

1 
 

続柄 

 
連絡先 

 
 

2 
 

続柄 
 

連絡先  

 

3 
 

続柄 
 

連絡先 

 

4 
 

続柄 
 

連絡先 

 

5 
 

続柄 
 

連絡先 

 

6 
 

続柄 
 

連絡先 

 



個人情報に関する同意書 
 

介護老人保健施設 はまなす苑では、利用者の尊厳を守り安全に配慮する施設理念の下、 

お預りしている個人情報について、利用目的を以下のとおりとします。 

１ 施設内部での個人情報の利用 

  施設サービス計画等、療養生活に関わる計画書の作成 

   利用者のための処遇会議 

   事故発生時の関係機関への報告書の作成 

   介護保険各種申請の為の申請書の作成 

２ 他の事業者等への情報提供を伴う利用 

   利用者に居宅サービスを提供する事業所との連携（サービス担当者会議、照会への回答） 

   利用者の診療に当たり、外部の医師等の診察を求める場合 

   検体検査業務の委託その他の業務委託 

   事故による関係機関への報告 

   介護継続認定にかかる情報 

   審査支払機関への請求書の提出 

   損害賠償保険などに係る保険会社等への相談又は届出等 

3 上記以外の利用 

 当施設において行われる学生等の実習への協力 

 施設内外で行われる事例研究・発表（利用者が特定される情報は使用しません） 

 

上記について同意します。 

令和  年  月  日 

利用者氏名               住 所                  

家族等氏名               住 所                  


